
議
員
期
末
手
当
が
上
が
り
ま
す

新
た
な
農
業
委
員
会
制
度
が
始
ま
り
ま
す

 

指
定
管
理
で
利
用
者
増
を
目
指
す

指
定
管
理
で
利
用
者
増
を
目
指
す

指
定
管
理
で
利
用
者
増
を
目
指
す

指
定
管
理
で
利
用
者
増
を
目
指
す

◆議案第56号
愛西市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例

（期末手当の支給月数）

※実際の支給には、更に加算率120／100を乗じ
　ます。

平成28年 平成29年
12月1日～ 4月1日～ 

夏 150／100 150／100 155／100

冬 165／100 175／100 170／100 

合計 315／100 325／100 325／100 

改正後 

改正前 期末 

どう変わるどう変わる

中央図書館中央図書館

▲農業委員による農地パトロール

愛西市議会だより	 2017/25

特　  集

　
農
業
委
員
の
定
数
を
15
人 

と
定
め
、
委
員
の
選
出
方
法

が
公
選
制
か
ら
地
域
推
薦
・

公
募
制
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

市
議
会
で
同
意
後
、
市
長
が

任
命
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
新
た
に
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
が
設
置
さ

れ
、
旧
町
村
単
位
の
地
区
割

に
よ
る
地
区
ま
た
は
団
体
の

推
薦
・
公
募
に
よ
り
農
業
委

員
会
が
30
人
を
委
嘱
し
ま

す
。 

 

Q　
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
主
な
業
務
と
農
業
委

員
会
委
員
と
の
違
い
は
。

A　
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
は
、農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
、

耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
と

日
常
的
な
現
場
活
動
が
主
な

業
務
と
な
る
。

　
農
業
委
員
は
、
農
地
法
に

基
づ
く
許
認
可
等
の
法
令
業

務
を
担
う
。
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
は
農
業
委
員
会

に
必
要
に
応
じ
て
出
席
し
、

意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
出
来

　
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、

議
員
の
期
末
手
当
が
見
直
さ

れ
ま
し
た
。

Q　
人
事
院
勧
告
を
議
員
に

適
用
す
る
理
由
は
。

A　
議
員
の
期
末
手
当
は
、

従
来
も
職
員
に
準
じ
て
改
正

を
行
っ
て
い
る
。

Q　
改
定
す
る
法
的
根
拠
は
。

A　
条
文
に
書
か
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
法
的
根
拠

は
な
い
。

Q　
他
市
の
状
況
は
。

A　
名
古
屋
市
を
除
く
県
内

37
市
中
、
本
市
を
含
め
32
市

が
、
同
様
の
条
例
改
正
を
行

い
、
5
市
は
、
据
え
置
き
や

上
程
を
し
な
い
。

Q　
期
末
手
当
も
報
酬
審
議

会
の
中
に
含
め
る
べ
き
で
は
。

A　
現
在
、考
え
て
い
な
い
。

 

賛
成

　
独
自
の
人
事
委
員
会
を
持

た
な
い
市
に
お
い
て
、
国
の

人
事
院
勧
告
は
、
重
く
受
け

止
め
る
べ
き
で
、
県
内
他
市

も
同
じ
よ
う
に
改
正
し
て
い

る
。
市
の
状
況
も
理
解
し
た

上
で
、
議
員
の
職
務
を
精
励

す
べ
き
だ
。

 

反
対

　
議
員
報
酬
と
同
じ
よ
う

に
、
期
末
手
当
も
人
事
院
勧

告
に
沿
っ
て
で
は
な
く
、
報

酬
審
議
会
に
よ
る
議
論
を
踏

ま
え
て
提
案
す
べ
き
だ
。

　
人
事
院
勧
告
に
国
も
従
わ

な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
必

ず
し
も
従
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
も
の
で
は
な
い
。

　
市
民
の
負
担
が
増
え
る

中
、
報
酬
な
ど
の
引
き
上
げ

は
、
市
民
の
理
解
は
得
ら
れ

な
い
。

る
が
、
議
決
権
は
な
い
。

Q　
法
改
正
に
よ
り
市
の
仕

組
み
を
変
え
る
と
い
う
こ
と

の
解
釈
で
よ
ろ
し
い
か
。 

A　
そ
の
通
り
だ
。

 

Q　
農
業
委
員
は
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
を
し
な
く
な
る
の
か
。 

A　
必
要
に
応
じ
て
行
う
。

 

Q　
国
は
な
ぜ
農
業
委
員
会

を
大
幅
に
改
正
し
た
の
か
。 

A　
農
地
の
利
用
最
適
化

の
推
進
が
必
要
義
務
と
さ
れ

た
か
ら
だ
。

討
論

市
に
質
問

市
に
質
問


